
1時間未満 1時間半未満

1

週1回程度の利用

2時間未満 30分増す毎に

①身体介護

②生活援助

83

30分未満

③身体＋生活

254 402 584

229 291

337 420

訪問介護サービス利用料 （要介護１～５）

介護予防訪問介護サービス利用料 （要支援１、要支援２）

※③の身体＋生活の1時間未満の利用料金は、「身体介護30分未満の料金」＋８３円となっています。

※初めてご利用される方には、初めの月のみ200円が加算されます。（初回加算として）

※緊急時に訪問サービスを受けた場合は、利用料の他に１００円が加算されます。（緊急時訪問介護加算として）

503

（単位：円）

41円/日

81円/日

123円/日

2

項 目

週2回程度の利用

※世帯の課税等の状況により、自己負担額の減免制度を受けられる場合があります。

※初めてご利用される方には、初めの月のみ200円が加算されます。（初回加算として）

（単位：円）

訪問介護事業所はまます 利用料金

週2回以上の利用（要支援２の方のみ）

通常の利用料金（月額） 契約期間が1ヶ月に満たない場合（日額）

1,234円/月

2,468円/月

4,010円/月


